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1853 付 録

付

録

特
許
、
実
用
新
案
、
意
匠
、
商
標
及
び
国
際
出
願
の
手
数
料

（
根
拠
法
令
）
特
許
法
第
一
〇
七
条
、
第
一
九
五
条
、
実
用
新
案
法
第
三
一
条
、
第
五
四
条
、
意
匠
法
第
四

二
条
、
第
六
七
条
、
商
標
法
第
四
〇
条
、
第
七
六
条
、
特
例
法
第
四
〇
条
、
国
際
出
願
法
第

一
八
条
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
等

出
願
関
係

出
願
料

（
１
）
特
許

特
許
出
願

一
件
に
つ
き

一
万
五
千
円

外
国
語
書
面
出
願

一
件
に
つ
き

二
万
四
千
円

特
許
法
第
一
八
四
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
手
続

一
件
に
つ
き

一
万
五
千
円

特
許
法
第
一
八
四
条
の
二
十
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
出

一
件
に
つ
き

一
万
五
千
円

特
許
権
存
続
期
間
の
延
長
登
録
出
願

一
件
に
つ
き

七
万
四
千
円

実
用
新
案
登
録
出
願

一
件
に
つ
き

一
万
四
千
円



1854付 録

（
２
）
実
用
新
案

実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
手
続

一
件
に
つ
き

一
万
四
千
円

実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
十
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

一
件
に
つ
き

一
万
四
千
円

（
３
）
意
匠

意
匠
登
録
出
願

一
件
に
つ
き

一
万
六
千
円

意
匠
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
秘
密
の
請
求

一
件
に
つ
き

五
千
百
円

（
４
）
商
標

商
標
登
録
出
願

一
件
に
つ
き
三
千
四
百
円
に

一
の
区
分
に
つ
き
八
千
六
百

円
を
加
え
た
額

防
護
標
章
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録

に
基
づ
く
権
利
の
存
続
期
間
の
更
新

登
録
出
願

一
件
に
つ
き
六
千
八
百
円
に

一
の
区
分
に
つ
き
一
万
七
千

二
百
円
を
加
え
た
額

重
複
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
の
存

続
期
間
の
更
新
登
録
出
願

一
件
に
つ
き

一
万
二
千
円

出
願
審
査
請
求
料
等

（
１
）
特
許

①
平
成
一
六
年
四
月
一
日
以
降
の
出
願
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出
願
審
査
請
求

一
件
に
つ
き
十
六
万
八
千
六

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
四

千
円
を
加
え
た
額

特
許
庁
が
国
際
調
査
報
告
を
作
成
し

た
国
際
特
許
出
願

一
件
に
つ
き
十
万
千
二
百
円

に
一
請
求
項
に
つ
き
二
千
四

百
円
を
加
え
た
額

特
許
庁
以
外
が
国
際
調
査
報
告
を
作

成
し
た
国
際
特
許
出
願

一
件
に
つ
き
十
五
万
千
七
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
三
千

六
百
円
を
加
え
た
額

特
定
登
録
調
査
機
関
が
交
付
し
た
調

査
報
告
書
を
提
示
し
た
場
合

一
件
に
つ
き
十
三
万
四
千
九

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
三

千
二
百
円
を
加
え
た
額

注
１

昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の

出
願
と
み
な
さ
れ
る
も
の

一
件
に
つ
き
十
五
万
四
千
六

百
円
に
一
発
明
に
つ
き
一
万

八
千
円
を
加
え
た
額

昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の

出
願
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
、
特
定

調
査
機
関
が
交
付
し
た
調
査
報
告
書

を
提
示
し
た
場
合

一
件
に
つ
き
十
二
万
三
千
七

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
一

万
四
千
四
百
円
を
加
え
た
額

②
昭
和
六
三
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
の
出
願

一
件
に
つ
き
八
万
四
千
三
百



1856付 録

出
願
審
査
請
求

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
二
千

円
を
加
え
た
額

特
許
庁
が
国
際
調
査
報
告
を
作
成
し

た
国
際
特
許
出
願

一
件
に
つ
き
一
万
六
千
九
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
四
百

円
を
加
え
た
額

特
許
庁
以
外
が
国
際
調
査
報
告
を
作

成
し
た
国
際
特
許
出
願

一
件
に
つ
き
六
万
七
千
四
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
千
六

百
円
を
加
え
た
額

特
定
登
録
調
査
機
関
が
交
付
し
た
調

査
報
告
書
を
提
示
し
た
場
合

一
件
に
つ
き
五
万
六
百
円
に

一
請
求
項
に
つ
き
千
二
百
円

を
加
え
た
額

昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の

出
願
と
み
な
さ
れ
る
も
の

一
件
に
つ
き
七
万
七
千
三
百

円
に
一
発
明
に
つ
き
九
千
円

を
加
え
た
額

（
２
）
実
用
新
案

①
出
願
審
査
請
求

昭
和
六
三
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
五

年
一
二
月
三
一
日
の
出
願

一
件
に
つ
き
四
万
六
千
五
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
千
百

円
を
加
え
た
額

②
技
術
評
価
請
求
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平
成
六
年
一
月
一
日
以
降
の
出
願

一
件
に
つ
き
四
万
二
千
円
に

一
請
求
項
に
つ
き
千
円
を
加

え
た
額

特
許
庁
が
国
際
調
査
報
告
を
作
成
し

た
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願

一
件
に
つ
き
八
千
四
百
円
に

一
請
求
項
に
つ
き
二
百
円
を

加
え
た
額

特
許
庁
以
外
が
国
際
調
査
報
告
を
作

成
し
た
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願

一
件
に
つ
き
三
万
三
千
六
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
八
百

円
を
加
え
た
額

（
注
１
）
特
定
登
録
調
査
機
関
の
調
査
報
告
書
と
特
許
庁
の
委
託
を
受
け
た
調
査
機
関
に
よ
る
無
料
の
先
行
技
術
調
査
の
調
査
報
告
書
は
異
な
り
ま

す
。
後
者
の
調
査
報
告
書
を
提
示
さ
れ
て
も
軽
減
さ
れ
た
審
査
請
求
料
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

異
議
申
立
関
係

登
録
異
議
申
立
請
求
料
等

商
標

商
標
登
録
異
議
の
申
立

一
件
に
つ
き
三
千
円
に
一
の

区
分
に
つ
き
八
千
円
を
加
え

た
額

商
標
登
録
異
議
の
申
立
の
審
理
へ
の

参
加

一
件
に
つ
き

三
千
三
百
円
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審
判
関
係

１

審
判
（
再
審
）
請
求

（
１
）
特
許

審
判
（
再
審
）
請
求

昭
和
六
三
年
一
月
一
日
以
後
の
出
願

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千

五
百
円
を
加
え
た
額

昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の

出
願

一
件
に
つ
き
二
万
七
千
五
百

円
に
一
発
明
に
つ
き
二
万
七

千
五
百
円
を
加
え
た
額

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
又
は
そ
の
拒
絶
査
定
に
係
る

審
判
（
再
審
）
請
求

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

無
効
審
判
係
争
中
の

明
細
書
又
は
図
面
の

訂
正
請
求

昭
和
六
三
年
一
月
一
日
以
後
の
出
願

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千

五
百
円
を
加
え
た
額

昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の

出
願

一
件
に
つ
き
二
万
七
千
五
百

円
に
一
発
明
に
つ
き
二
万
七

千
五
百
円
を
加
え
た
額

判
定
請
求

一
件
に
つ
き

四
万
円



1859 付 録

裁
定
請
求

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

裁
定
の
取
消
し
請
求

一
件
に
つ
き二

万
七
千
五
百
円

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
申
請
（
当
事
者
参
加
）

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
申
請
（
補
助
参
加
）

一
件
に
つ
き一

万
六
千
五
百
円

（
２
）
実
用
新
案

審
判
（
再
審
）
請
求

昭
和
六
三
年
一
月
一
日
以
後
の
出
願

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千

五
百
円
を
加
え
た
額

昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の

出
願

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

無
効
審
判
係
争
中
の

明
細
書
又
は
図
面
の

訂
正
請
求

昭
和
六
三
年
一
月
一
日
以
後
の
出
願

一
件
に
つ
き
四
万
九
千
五
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五
千

五
百
円
を
加
え
た
額

昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の

出
願

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

明
細
書
又
は
図
面
の
訂
正
請
求

一
件
に
つ
き

千
四
百
円
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判
定
請
求

一
件
に
つ
き

四
万
円

裁
定
請
求

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

裁
定
の
取
消
し
請
求

一
件
に
つ
き
二
万
七
千
五
百

円

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
申
請
（
当
事
者
参
加
）

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
申
請
（
補
助
参
加
）

一
件
に
つ
き一

万
六
千
五
百
円

（
３
）
意
匠

審
判
（
再
審
）
請
求

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

判
定
請
求

一
件
に
つ
き

四
万
円

裁
定
請
求

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

裁
定
の
取
消
し
請
求

一
件
に
つ
き二

万
七
千
五
百
円

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
申
請
（
当
事
者
参
加
）

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
申
請
（
補
助
参
加
）

一
件
に
つ
き一

万
六
千
五
百
円
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（
４
）
商
標

審
判
（
再
審
）
請
求

一
件
に
つ
き
一
万
五
千
円
に

一
の
区
分
に
つ
き
四
万
円
を

加
え
た
額

判
定
請
求

一
件
に
つ
き

四
万
円

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
申
請
（
当
事
者
参
加
）

一
件
に
つ
き

五
万
五
千
円

審
判
又
は
再
審
へ
の
参
加
申
請
（
補
助
参
加
）

一
件
に
つ
き一

万
六
千
五
百
円

特
許
・
登
録
料
関
係

特
許
料
・
登
録
料

（
１
）
特
許
料

①
昭
和
六
三
年
一
月
一
日
以
後
の
出
願

（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
以
降
に
審
査
請
求
を
行
う
出
願
）

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
二
千
三
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
二
百

円
を
加
え
た
額

毎
年
一
件
に
つ
き
七
千
百
円
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第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

に
一
請
求
項
に
つ
き
五
百
円

を
加
え
た
額

第
七
年
か
ら
第
九
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
二
万
千
四

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
千

七
百
円
を
加
え
た
額

第
十
年
か
ら
第
二
十
五
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
六
万
千
六

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
四

千
八
百
円
を
加
え
た
額

（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
審
査
請
求
を
し
た
出
願
）

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
一
万
千
四

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
千

円
を
加
え
た
額

第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
一
万
七
千

九
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き

千
四
百
円
を
加
え
た
額

第
七
年
か
ら
第
九
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
三
万
五
千

八
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き

二
千
八
百
円
を
加
え
た
額

第
十
年
か
ら
第
二
十
五
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
七
万
千
六

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
五

千
六
百
円
を
加
え
た
額
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②
昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の
出
願

（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
以
降
に
審
査
請
求
を
行
う
出
願
）

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
千
五
百
円

に
一
発
明
に
つ
き
千
円
を
加

え
た
額

第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
四
千
八
百

円
に
一
発
明
に
つ
き
二
千
九

百
円
を
加
え
た
額

第
七
年
か
ら
第
九
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
一
万
四
千

三
百
円
に
一
発
明
に
つ
き
八

千
八
百
円
を
加
え
た
額

第
十
年
か
ら
第
二
十
五
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
四
万
七
千

五
百
円
に
一
発
明
に
つ
き
二

万
九
千
六
百
円
を
加
え
た
額

（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
審
査
請
求
を
し
た
出
願
）

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
七
千
五
百

円
に
一
発
明
に
つ
き
四
千
九

百
円
を
加
え
た
額

第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
一
万
千
九

百
円
に
一
発
明
に
つ
き
七
千
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四
百
円
を
加
え
た
額

第
七
年
か
ら
第
九
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
二
万
三
千

八
百
円
に
一
発
明
に
つ
き
一

万
四
千
八
百
円
を
加
え
た
額

第
十
年
か
ら
第
二
十
五
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
四
万
七
千

五
百
円
に
一
発
明
に
つ
き
二

万
九
千
六
百
円
を
加
え
た
額

追
加
特
許
の
場
合

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
発
明
に
つ
き
五
千
六

百
円

第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
一
発
明
に
つ
き
八
千
四

百
円

第
七
年
か
ら
第
九
年
ま
で

毎
年
一
発
明
に
つ
き
一
万
六

千
八
百
円

第
十
年
か
ら
第
二
十
五
年
ま
で

毎
年
一
発
明
に
つ
き
三
万
三

千
六
百
円

（
２
）
実
用
新
案
登
録
料

①
平
成
一
七
年
四
月
一
日
以
降
の
出
願



1865 付 録

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
二
千
百
円

に
一
請
求
項
に
つ
き
百
円
を

加
え
た
額

第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
六
千
百
円

に
一
請
求
項
に
つ
き
三
百
円

を
加
え
た
額

第
七
年
か
ら
第
十
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
一
万
八
千

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
九

百
円
を
加
え
た
額

②
平
成
六
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
の
出
願

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
七
千
六
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
七
百

円
を
加
え
た
額

第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
一
万
五
千

百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き
千

四
百
円
を
加
え
た
額

③
昭
和
六
三
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
の
出
願

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
八
千
五
百

円
に
一
請
求
項
に
つ
き
八
百

円
を
加
え
た
額
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第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
一
万
六
千

九
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き

千
六
百
円
を
加
え
た
額

第
七
年
か
ら
第
十
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き
三
万
三
千

八
百
円
に
一
請
求
項
に
つ
き

三
千
二
百
円
を
加
え
た
額

④
昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の
出
願

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き九

千
三
百
円

第
四
年
か
ら
第
六
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き

一
万
八
千
五
百
円

第
七
年
か
ら
第
十
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き三

万
七
千
円

（
３
）
意
匠
登
録
料

第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き八

千
五
百
円

第
四
年
か
ら
第
十
年
ま
で

毎
年
一
件
に
つ
き

一
万
六
千
九
百
円

毎
年
一
件
に
つ
き
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第
十
一
年
か
ら
第
二
十
年
ま
で

三
万
三
千
八
百
円

注
２

類
似
意
匠
の
場
合

一
件
に
つ
き

八
千
五
百
円

（
４
）
商
標
登
録
料

商
標
（
防
護
標
章
）
登
録
料

一
の
区
分
に
つ
き

三
万
七
千
六
百
円

分
納
額
（
前
期
・
後
期
支
払
）

一
の
区
分
に
つ
き

二
万
千
九
百
円

防
護
標
章
更
新
登
録
料

一
の
区
分
に
つ
き

四
万
千
八
百
円

商
標
権
の
分
割
申
請

一
件
に
つ
き

三
万
円

更
新
登
録
申
請

一
の
区
分
に
つ
き

四
万
八
千
五
百
円

分
納
額
（
前
期
・
後
期
支
払
）

一
の
区
分
に
つ
き

二
万
八
千
三
百
円

（
注
２
）
第
十
六
年
か
ら
第
二
十
年
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
の
出
願
の
み

特
許
法
等
関
係
手
数
料

特
許
法
等
関
係
手
数
料
期
間
の
延
長
・
期
日
の
変
更

一
件
に
つ
き

二
千
百
円
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登
録
証
の
再
交
付
請
求

一
件
に
つ
き

四
千
六
百
円

承
継
の
届
出
（
名
義
変
更
）

一
件
に
つ
き

四
千
二
百
円

証
明
の
請
求

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

一
件
に
つ
き

千
百
円

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き

千
四
百
円

窓
口
請
求
（
通
常
実
施
権
等
に
係
る

情
報
に
つ
い
て
利
害
関
係
確
認
が
必

要
な
場
合
）

一
件
に
つ
き
千
五
百
五
十
円

書
類
又
は
見
本
の
閲

覧
請
求

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き

千
五
百
円

窓
口
請
求
（
通
常
実
施
権
等
に
係
る

情
報
に
つ
い
て
利
害
関
係
確
認
が
必

要
な
場
合
）

一
件
に
つ
き
千
七
百
五
十
円

紙
原
簿
の
閲
覧
請
求

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き

三
百
円

窓
口
請
求
（
通
常
実
施
権
等
に
係
る

情
報
に
つ
い
て
利
害
関
係
確
認
が
必

要
な
場
合
）

一
件
に
つ
き

六
百
円

フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項

記
載
書
類
の
閲
覧
請

求

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

一
件
に
つ
き

六
百
円

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き

九
百
円
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登
録
事
項
（
磁
気
原

簿
）
の
閲
覧
請
求

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

一
件
に
つ
き

六
百
円

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き

八
百
円

窓
口
請
求
（
通
常
実
施
権
等
に
係
る

情
報
に
つ
い
て
利
害
関
係
確
認
が
必

要
な
場
合
）

一
件
に
つ
き

千
百
円

書
類
の
謄
本
の
交
付

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き
千
四
百
円

窓
口
請
求
（
通
常
実
施
権
等
に
係
る

情
報
に
つ
い
て
利
害
関
係
確
認
が
必

要
な
場
合
）

一
件
に
つ
き
千
六
百
五
十
円

紙
原
簿
の
謄
本

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き

三
百
五
十
円

窓
口
請
求
（
通
常
実
施
権
等
に
係
る

情
報
に
つ
い
て
利
害
関
係
確
認
が
必

要
な
場
合
）

一
件
に
つ
き

六
百
二
十
円

フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項

記
載
書
類
の
交
付
請

求

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

一
件
に
つ
き

千
円

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き

千
三
百
円

窓
口
請
求
（
通
常
実
施
権
等
に
係
る

情
報
に
つ
い
て
利
害
関
係
確
認
が
必

要
な
場
合
）

一
件
に
つ
き
千
五
百
五
十
円
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登
録
事
項
（
磁
気
原

簿
）
記
載
書
類
の
交

付
請
求

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

一
件
に
つ
き

八
百
円

窓
口
請
求

一
件
に
つ
き

千
百
円

窓
口
請
求
（
通
常
実
施
権
等
に
係
る

情
報
に
つ
い
て
利
害
関
係
確
認
が
必

要
な
場
合
）

一
件
に
つ
き

千
四
百
円

磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
（
電
子
化
手
数
料
）

一
件
に
つ
き
千
二
百
円
に
一

枚
に
つ
き
七
百
円
を
加
え
た

額

注
３

（
注
３
）
支
払
は
登
録
情
報
処
理
機
関
（
財
団
法
人
工
業
所
有
権
電
子
情
報
化
セ
ン
タ
ー
）
か
ら
の
支
払
通
知
を
以
て
現
金
に
て
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
特
許
印
紙
で
の
支
払
は
で
き
ま
せ
ん
。

国
際
出
願
関
係
手
数
料
（
特
許
・
実
用
新
案
）

国
際
出
願
手
数
料

国
際
出
願
の
用
紙
の
枚
数
が
三
〇
枚

ま
で

一
件
に
つ
き

十
一
万
三
千
二
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

五
月
三
一
日
以
前
の
も
の

一
件
に
つ
き十

万
三
千
九
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

六
月
一
日
以
降
、
六
月
三
〇

日
以
前
の
も
の

一
件
に
つ
き

十
一
万
六
千
三
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

七
月
一
日
以
降
の
も
の

一
枚
に
つ
き

千
三
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年
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三
〇
枚
を
超
え
る
用
紙

五
月
三
一
日
以
前
の
も
の

一
枚
に
つ
き

千
二
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

六
月
一
日
以
降
、
六
月
三
〇

日
以
前
の
も
の

一
枚
に
つ
き

千
三
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

七
月
一
日
以
降
の
も
の

国
際
出
願
手
数
料
か

ら
の
減
額

１

P
C
T

S
A
F
E

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア

の
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｙ
モ
ー
ド
を
使
用
し
て
作

成
し
た
願
書
（
紙
）
と
Ｆ
Ｄ
（
願
書

及
び
要
約
書
の
電
子
デ
ー

タ
を
格

納
）
を
同
時
に
提
出
し
た
国
際
出
願

一
件
に
つ
き

八
千
五
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

五
月
三
一
日
以
前
の
も
の

一
件
に
つ
き

七
千
八
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

六
月
一
日
以
降
、
六
月
三
〇

日
以
前
の
も
の

一
件
に
つ
き

八
千
七
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

七
月
一
日
以
降
の
も
の

２

オ
ン
ラ
イ
ン
で
し
た
国
際
出
願

一
件
に
つ
き二

万
五
千
五
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

五
月
三
一
日
以
前
の
も
の

一
件
に
つ
き二

万
三
千
四
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

六
月
一
日
以
降
、
六
月
三
〇

日
以
前
の
も
の

一
件
に
つ
き二

万
六
千
二
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

七
月
一
日
以
降
の
も
の
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調
査
手
数
料

日
本
国
特
許
庁
が
国
際
調
査
を
行
う

国
際
出
願

一
件
に
つ
き

九
万
七
千
円

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
許
庁
が
国
際
調
査
を

行
う
国
際
出
願

一
件
に
つ
き

二
十
六
万
八
千
八
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

二
月
一
四
日
以
前
の
も
の

一
件
に
つ
き

二
十
一
万
二
千
六
百
円

国
際
出
願
日
が
二
〇
〇
九
年

二
月
一
五
日
以
降
の
も
の

送
付
手
数
料

日
本
国
特
許
庁
が
国
際
調
査
を
行
う

国
際
出
願

一
件
に
つ
き

一
万
三
千
円

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
許
庁
が
国
際
調
査
を

行
う
国
際
出
願

一
件
に
つ
き

一
万
三
千
円

国
際
調
査
の
追
加
手

数
料

日
本
国
特
許
庁
が
国
際
調
査
を
行
う

国
際
出
願

一
件
に
つ
き
七
万
八
千
円
に

請
求
の
範
囲
の
発
明
の
数
か

ら
一
を
減
じ
た
数
を
乗
じ
た

額

予
備
審
査
手
数
料

日
本
国
特
許
庁
が
国
際
予
備
調
査
を

行
う
国
際
出
願

一
件
に
つ
き

三
万
六
千
円

取
扱
手
数
料

国
際
予
備
審
査
請
求

一
件
に
つ
き一

万
九
千
六
百
円

料
金
支
払
日
が
二
〇
〇
九
年

三
月
三
一
日
以
前
の
も
の

料
金
支
払
日
が
二
〇
〇
九
年
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一
件
に
つ
き

一
万
六
千
円

四
月
一
日
以
降
の
も
の

予
備
審
査
の
追
加
手

数
料

日
本
国
特
許
庁
が
国
際
予
備
審
査
を

行
う
国
際
出
願

一
件
に
つ
き
二
万
千
円
に
請

求
の
範
囲
の
発
明
数
か
ら
一

を
減
じ
た
数
を
乗
じ
た
額

文
献
の
写
し
の
請
求
に
係
る
手
数
料

一
件
に
つ
き

千
四
百
円

書
類
の
謄
本
ま
た
は
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の

交
付
に
係
る
手
数
料

一
件
に
つ
き

千
四
百
円

優
先
権
の
書
類
の
送
付
の
請
求
に
係
る
手
数
料

一
件
に
つ
き

千
四
百
円

国
際
出
願
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
の
証
明
書
の
交
付
の
請
求

に
係
る
手
数
料

一
件
に
つ
き

千
四
百
円

国
際
出
願
関
係
手
数
料
（
商
標
）

日
本
国
特
許
庁
（
本
国
官
庁
）
へ
納
付
す
る
手
数
料

国
際
登
録
出
願

一
件
に
つ
き

九
千
円

事
後
指
定

一
件
に
つ
き

四
千
二
百
円

国
際
登
録
の
存
続
期
間
の
更
新
の
申

請

一
件
に
つ
き

四
千
二
百
円

国
際
登
録
の
名
義
人
の
変
更
の
記
録
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の
申
請

一
件
に
つ
き

四
千
二
百
円

国
際
事
務
局
（
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
）
へ
納
付
す
る
国
際
手
数
料

⑴
国
際
登
録
出
願

基
本
手
数
料
（
標
章
が
色
彩
付
き
で

な
い
場
合
（
白
黒
））

六
百
五
十
三
ス
イ
ス
フ
ラ
ン

基
本
手
数
料
（
標
章
が
色
彩
付
き
で

あ
る
場
合
（
カ
ラ
ー
））

九
百
三
ス
イ
ス
フ
ラ
ン

付
加
手
数
料

一
指
定
国
ご
と
に
百
ス
イ
ス

フ
ラ
ン

追
加
手
数
料

標
章
の
国
際
分
類
の
数
が
三

を
超
え
た
一
区
分
ご
と
に
百

ス
イ
ス
フ
ラ
ン

個
別
手
数
料

付
加
手
数
料
及
び
追
加
手
数

料
に
代
え
て
、
個
別
手
数
料

の
受
領
を
宣
言
し
て
い
る
締

約
国
を
指
定
す
る
場
合

各

締
約
国
ご
と
に
定
め
る
額

⑵
事
後
指
定

基
本
手
数
料

三
百
ス
イ
ス
フ
ラ
ン

付
加
手
数
料

一
指
定
国
ご
と
に
百
ス
イ
ス

フ
ラ
ン
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個
別
手
数
料

個
別
手
数
料
の
受
領
を
宣
言

し
て
い
る
締
約
国
を
指
定
す

る
場
合

各
締
約
国
ご
と
に

定
め
る
額

⑶
国
際
登
録
の
存
続

期
間
の
更
新
の
申
請

基
本
手
数
料

六
百
五
十
三
ス
イ
ス
フ
ラ
ン

注
４

付
加
手
数
料

一
指
定
国
ご
と
に
百
ス
イ
ス

フ
ラ
ン

追
加
手
数
料

標
章
の
国
際
分
類
の
数
が
三

を
超
え
た
一
区
分
ご
と
に
百

ス
イ
ス
フ
ラ
ン

個
別
手
数
料

個
別
手
数
料
の
受
領
を
宣
言

し
て
い
る
締
約
国
を
指
定
す

る
場
合

各
締
約
国
ご
と
に

定
め
る
額

⑷
国
際
登
録
の
名
義

人
の
変
更
の
記
録
の

申
請

全
部
移
転

国
際
登
録
の
全
部
を
移
転
す

る
場
合

百
七
十
七
ス
イ
ス

フ
ラ
ン

一
部
移
転

商
品
又
は
指
定
国
の
一
部
を

移
転
す
る
場
合

百
七
十
七

ス
イ
ス
フ
ラ
ン

（
注
４
）
六
ヶ
月
間
の
猶
予
期
間
に
手
続
し
た
場
合
は
、
上
記
基
本
手
数
料
六
百
五
十
三
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
と
は
別
に
（
割
増
手
数
料
）
が
必
要
と
な
り
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ま
す
。

（
備
考
）

⑴

国
が
出
願
、
請
求
そ
の
他
の
手
続
を
す
る
場
合
に
は
手
数
料
を
要
し
な
い
（
た
だ
し
、
国
際
出
願
に
関
す
る
国
際
事
務
局
に
対
す
る
手
数
料

は
こ
の
限
り
で
な
い
）。

⑵

手
数
料
（
登
録
情
報
処
理
機
関
に
対
し
て
納
付
す
る
電
子
化
手
数
料
を
除
く
。）
は
、
特
許
印
紙
を
も
っ

て
納
付
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
平
成
八
年
の
法
律
改
正
に
よ
り
、
特
許
庁
か
ら
交
付
す
る
納
付
書
を
用
い
て
日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
、
代
理
店
又
は
歳
入
代
理

店
）
か
ら
現
金
で
納
付
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
（
た
だ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
利
用
し
て
行
う
手
続
に
関
し
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
）
。


